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   職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 

平成１１年７月１日 

条例第７号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規

定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

  （１週間の勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当た

り３８時間４５分とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業

法」という。）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以

下「育児短時間勤務」という。）の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定に

よる短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」とい

う。）の１週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（育児

休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の

規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」と

いう。）に従い、任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第２項の規定により採用された

職員で同法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める者（以下「定年前

再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩

時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時間

までの範囲内で任命権者が定める。 

４ 育児休業法第１８条第１項の規定により採用された職員（以下「任期付短時間勤務

職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週

間を超えない期間につき１週間当たり３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

５ 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務

時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることが

できる。 

 （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）

とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該

育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間に
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おいて週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において

週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５分の

勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、１週間

ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間４５分を

超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５

分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

第４条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあ

る職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定

めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規

則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日（育児短時間勤務職

員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては８日以上の週休日）を設けな

ければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務

職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）により、４週間ごとの期間につき

８日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員にあっては、８日以上）の週休日を設けることが困難である職員について、規則の

定めるところにより、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週

休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当たり

１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、

この限りでない。 

 （週休日の振替等） 

第５条 任命権者は、職員に第３条第１項又は前条の規定により週休日とされた日にお

いて特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第

３条第２項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この条において「勤

務日」という。）のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤

務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、

又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることを

やめて当該４時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振るこ

とができる。 

 （休憩時間） 

第６条 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合においては少なくとも４５
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分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時

間の途中に置かなければならない。 

２ 任命権者は、次に掲げる場合には、規則の定めるところにより、休憩時間を一斉に与 

えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。 

（1） 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。 

（2） 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。 

（3） 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。 

第６条の２ 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には第２条から第

５条までに規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間におい

て職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務

職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合と

して規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを

命ずることができる。 

２ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤

務に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第７条 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程就学の始期に達するまでの子

のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を

養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、

公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

２ 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、

当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合

を除き、１月について２４時間、１年について１５０時間を超えて、正規の勤務時間

以外の時間における勤務（宿直又は日直の勤務及び災害その他避けることのできない

事由に基づく臨時の勤務を除く。第４項において同じ。）をさせてはならない。 

３ 前２項の規定は、第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以

下この項及び第５項並びに第１５条の２第１項において「要介護者」という。）を介

護する職員について準用する。この場合において、第１項中「小学校又は義務教育学

校の前期課程就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項にお

いて同じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定

める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、
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当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、要

介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前

５時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校又は義務教育学校の前期課程

就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者

を介護」と読み替えるものとする。 

４ 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、

当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場

合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。 

５ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同

項中「小学校又は義務教育学校の前期課程就学の始期に達するまでの子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規

則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

（時間外勤務代休時間） 

第７条の２ 任命権者は、職員の給与に関する条例（平成１１年彩の国さいたま人づく

り広域連合条例第５号。以下「給与条例」という。）においてその例によることとさ

れている職員の給与に関する条例（昭和２７年埼玉県条例第１９号。以下「県条例」

という。）第１４条第４項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、

規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象と

なるべき時間（次項及び第９条第１項において「時間外勤務代休時間」という。）と

して、規則で定める期間内にある第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務

時間が割り振られた日（第９条第１項において「勤務日等」という。）（次条第１項

に規定する職員の休日及び第９条第１項に規定する代休日を除く。）に割り振られた

勤務時間の全部又は一部を指定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時

間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務

することを要しない。 

 （職員の休日） 

第８条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日及び１２月２９日から翌年度の１月３日までの日（同法に規定する休日を除

く）とする。 

２ 職員は、職員の休日には、特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間において

も、勤務することを要しない。 

  （職員の休日の代休日） 



- 5 - 

第９条 任命権者は、職員に職員の休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部

（次項において「職員の休日の全勤務時間」という。）について特に勤務することを

命じた場合には、規則の定めるところにより、当該職員の休日前に、当該職員の休日

に代わる日（次項において「代休日」という。）として、当該職員の休日後の勤務日

等（第７条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び職

員の休日を除く。）を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた職員の休日の全勤

務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられると

きを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 

 （休暇の種類等） 

第１０条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、子育て部分休暇、

介護休暇及び介護時間とする。 

２ 年次休暇、病気休暇及び特別休暇については有給とし、組合休暇、子育て部分休暇、

介護休暇及び介護時間については、給与条例においてその例によることとされている

県条例第１３条第１項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例

においてその例によることとされている県条例第１８条第１項に規定する勤務１時間

当たりの給与額を減額する。 

 （年次休暇） 

第１１条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、

次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。ただし、地方

公務員法第２２条第２項若しくは育児休業法第６条第１項第２号規定する臨時的任用

に係る職員又は任期を定めて採用される常勤の職員（規則で定めるものに限る。）の

年次休暇の日数については、当該職員の任用期間を考慮し規則で定める。 

 (1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間

等を考慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める日数） 

 (2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となる

もの その年の在職期間を考慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める日数 

  (3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律

第２８９号）の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、彩の国さいたま人

づくり広域連合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国又は地方

公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに

使用される者（以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用

職員等」という。）であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの



- 6 - 

その他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等とし

ての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、２０日に

次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数 

２ 年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、規則で定める日数

を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。 

３ 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請

求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、

他の時季にこれを与えることができる。 

 （病気休暇） 

第１２条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定め

る日を除き、連続して９０日（規則の規定に基づき９０日となる場合を含む。）を超

えることはできない。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地

方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項に規定する通勤をい

う。）により負傷し、若しくは疾病にかかった場合その他の規則で定める場合におけ

る休暇の期間については、規則で定める期間とする。 

  （特別休暇） 

第１３条 特別休暇は、結婚、出産、育児、交通機関の事故その他の特別の事由により 

職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とす

る。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。 

  （組合休暇） 

第１４条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務に従事

する場合における休暇とする。 

２ 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの

構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部

団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに

従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。 

３ 組合休暇は、一の年について３０日を超えて与えることはできない。 

  （子育て部分休暇） 

第１４条の２ 子育て部分休暇は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）が小学校就

学の始期から九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するた

め、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇とする。 

２ 子育て部分休暇の時間は、一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる

時間とする。 
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 （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で

定める者（第１５条の３第１項において「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

ため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、規則で定めるところにより、通算して６月を超えない範囲内

において必要と認める期間とする。 

 （介護時間） 

第１５条の２ 介護時間は、職員が介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要

とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る前条第２

項に規定する期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間において１日につき２時間を超えない範囲

内で必要と認められる時間とする。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１５条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至っ

たことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は

措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条並びに第１６

条の２第１項第２号及び第２項第２号において「請求等」という。）に係る当該職員

の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月 1 日

から翌年の 3 月 31 日までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせなければ

ならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第１５条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われる

ようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 （病気休暇、特別休暇、組合休暇、子育て部分休暇、介護休暇及び介護時間の承認） 

第１６条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、組合休暇、子育て部分

休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承
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認を受けなければならない。 

（妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１６条の２ 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年埼玉県条例第

６号）第３４条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員（以

下この項において「第１項申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 第１項申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において 

「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 出生時両立支援制度等の請求等に係る第１項申出職員の意向を確認するため 

 の措置 

(3) 職員の育児休業等に関する条例第 34条の規定による申出に係る子の心身の状

況又は育児に関する第１項申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以

後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障と

なる事情の改善に資する事項に係る第１項申出職員の意向を確認するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育することを申し出た職員（以下この項にお

いて「第２項申出職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 第２項申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において

「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る第２項申出職員の意向を確認するため 

の措置 

(3) 第２項申出職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する第２項申 

出職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活

と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る第２項申出職員

の意向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項の取

扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

 （非常勤の職員の勤務時間、休暇等） 

第１７条 非常勤の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除

く。）の勤務時間、休暇等については、第２条から前条までの規定にかかわらず、そ

の職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。 

 （規則への委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１１年７月１日から施行する。 
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附 則（平成１４年２月２５日条例第１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下「新条例」という。）第８条

第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による

時間外勤務の制限については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１６条の規定は、施行日前に規則の定めるところにより介護休暇の承認を

受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態につ

いての介護休暇の期間が通算して６月までの職員についても適用する。 

附 則（平成１６年２月９日条例第１号） 

 この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年２月９日条例第２号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１２条の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から

適用する。 

３ この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当

該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の条例第１２条の規定の適用

については、同条第２号中「１年」とあるのは、「１年に、病気休暇開始日前の勤続

年数１年（勤続年数に１年未満の端数を生じたときは、その端数を１年として計算す

る。）につき２０日の割合で計算した日数を計算した期間（その期間の末日が平成１

８年４月１日から起算して１年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過す

る日までの期間）」と、同条第３号中「９０日」とあるのは「９０日に、病気休暇開

始日前の勤続年数１年（勤続年数に１年未満の端数を生じたときは、その端数を１年

として計算する。）」につき２０日の割合で計算した日数を加算した期間（その期間

の末日が平成１８年４月１日から起算して９０日を経過する日よりも遅い日である場

合は、当該経過する日までの期間）」とする。 

   附 則（平成２１年２月１７日条例第２号） 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年４月２７日条例第１号） 

 この条例は、平成２２年５月１日から施行する。ただし、第７条の改正規定は、同年

６月３０日から施行する。 
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   附 則（平成２４年２月１０日条例第１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１２条の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から 

 適用する。 

附 則（平成２８年２月４日条例第５号） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年２月９日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成３１年１月３１日条例第２号） 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年１１月１日条例第１号） 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第１１条の規定は、

公布の日から施行する。 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１２条 暫定再任用短時間勤務職員は、第２条の規定による改正後の職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（以下この条において「新勤務時間条例」という。）第２条第３

項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用

する。 

   附 則（令和７年２月１８日条例第１号） 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年７月２２日条例第４号） 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条の２の改正規定は、令和７

年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和８年８月４日条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


